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報告第９号 
 
 

専決処分の報告について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙専決処分書のとおり処分したの

で、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
  令和８年６月２日提出 
 
                     丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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専  決  処  分  書

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分

する。

専決第６号 損害賠償の額の決定及び和解について

理 由 別記事故について、損害賠償の額を決定し和解するため

  令和８年５月１日

丹波篠山市長 酒 井 隆 明
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議案第５１号 

 

丹波篠山市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市職員の特殊勤務手当支給条例（平成１１年篠山市条例第５４号）

の一部を次のように改正する。 

 

別表中「７１０円」を「９５０円」に、「１，０８０円」を「１，４４０円」

に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和８年４月１

日から適用する。 

 

 

  令和８年６月２日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第５２号 

丹波篠山市公告式条例及び丹波篠山市財政状況の公表等に関する 

条例の一部を改正する条例 

（丹波篠山市公告式条例の一部改正） 

第１条 丹波篠山市公告式条例（平成１１年篠山市条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

３ 電磁的記録による条例の公布は、前項の規定にかかわらず、市のウェブ

サイトに設置した掲示場に掲示して行う。

第３条及び第４条を次のように改める。 

（規則の公布） 

第３条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長

名を記入しなければならない。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規則の公布に準用する。 

（規程の公表） 

第４条 前条の規定は、市長の定める規程で公表を要するものに準用する。 

 第５条第１項中「第２条」を「第３条」に改め、「規則」の次に「及び規

程」を加え、「市長」を「市長名」に改め、「代表する者」の次に「の氏名」

を加え、同条第２項を削る。 

 （丹波篠山市財政状況の公表等に関する条例の一部改正） 

第２条 丹波篠山市財政状況の公表等に関する条例（平成１１年篠山市条例第

５７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「第２条第２項」を「第２条」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

  令和８年６月２日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第５３号 

 

   丹波篠山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条 

例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１

７年篠山市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

 

題名を次のように改める。 

丹波篠山市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

第１条を次のように改める。 

（目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信

技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通

信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるこ

とにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率

化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

第２条第３号中「図形等」を「図形その他の」に改める。 

第３条第１項中「市の機関は、」を削り、「より書面等により行うこととし

て」を「おいて書面等により行うことその他のその方法が規定されて」に、「規

則で定めるところにより、」を「市の機関が定めるところにより、市の機関が

定める」に、「申請等をする者」を「その手続等の相手方」に、「）を使用し

て行わせる」を「以下同じ。）を使用する方法により行う」に改め、同条第２

項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、「を書

面等により行うものとして規定した申請等に関する」を「に関する他の」に、

「する書面等」を「する方法」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等そ

の他の」を加え、同条第３項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」

に、「同項の」を「当該申請等を受ける」に改め、同条第４項を次のように改

める。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をする

ことが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、

電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第７項に規定する個人番号カードをいう。第８条において同じ。）の利

用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるもの
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をもって代えることができる。 

 第３条に次の２項を加える。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料、使用

料その他の収入金（以下「手数料等」という。）の納付の方法が規定されて

いるものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、

当該手数料等の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則

で定めるものをもってすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合

その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法によ

り行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則

で定める場合には、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の

規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるの

は、「行われた申請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に限

る。以下この項から第５項までにおいて同じ。）」とする。 

第４条第１項中「市の機関は、」を削り、「より書面等により行うこととし」

を「おいて書面等により行うことその他のその方法が規定され」に、「規則で

定めるところにより、」を「市の機関が定めるところにより、市の機関が定め

る」に、「（市の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を

使用して」を「を使用する方法により」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方

法により受ける旨の市の機関が定める方式による表示をする場合に限る。 

第４条第２項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」

に、「を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する」を「に関

する他の」に、「規定する書面等」を「規定する方法」に改め、「みなして、」

の次に「当該条例等その他の」を加え、同条第３項中「規定」を「電子情報処

理組織を使用する方法」に、「同項の」を「当該」に改め、同条第４項を次の

ように改める。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名

等をすることが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する

方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかか

わらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものを

もって代えることができる。 

第４条に次の１項を加える。 
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５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある

場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるもの

がある場合その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使

用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある

場合として市の機関が定める場合には、市の機関が定めるところにより、当

該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。

この場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われ

た処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下

この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

第５条第１項中「市の機関は、」を削り、「より書面等により行うこととし」

を「おいて書面等により行うことが規定され」に、「規則で定めるところによ

り、書面等の縦覧等に代えて」を「市の機関が定めるところにより、」に、「の

縦覧等を」を「により」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の電磁

的記録に記録されている事項又は書類」に、「を書面等により行うものとして

規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する」を「に関する他の条例等の

規定により」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加える。 

第６条第１項中「市の機関は、」を削り、「より書面等により行うこととし

て」を「おいて書面等により行うことが規定されて」に、「規則で」を「市の

機関が」に改め、「書面等の作成等に代えて」を削り、「電磁的記録の作成等

を」を「電磁的記録により」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の

電磁的記録」に、「を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条

例等の規定に規定する」を「に関する他の条例等の規定により」に改め、「み

なして、」の次に「当該条例等その他の」を加え、同条第３項中「第１項の場

合において、市の機関は、」を「作成等のうち」に、「より署名等をすること

としているもの」を「おいて署名等をすることが規定されているものを第１項

の電磁的記録により行う場合には、当該署名等」に、「規則で定めるものをも

って当該署名等に」を「市の機関が定めるものをもって」に改める。 

第７条を次のように改める。 

（適用除外） 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規定は、適用し

ない。 

(1) 手続等のうち申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認

する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に

備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うこと

が適当でないものとして市の機関が定めるもの 
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(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うこ 

とが規定されているもの（第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項又

は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 

第９条中「規則で」を「市の機関が」に改め、同条を第１０条とする。 

第８条の見出し中「手続等に係る電子情報処理組織の使用」を「情報通信技

術を活用した行政の推進」に改め、同条中「少なくとも」を削り、「して行わ

せ又は」を「する方法により」に、「の技術の利用に関する状況について」を

「技術を活用した行政の推進に関する状況を取りまとめ」に改め、「方法によ

り」の次に「その概要を」を加え、同条を第９条とし、第７条の次に次の１条

を加える。 

（添付書類等の省略） 

第８条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の市の機

関が定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当

該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等

の規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理

組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区

分に応じ市の機関が定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使

用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照す

ることができる場合には、添付することを要しない。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

令和８年６月２日提出 

 

                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明 

 

13



 
 

議案第５４号 

 

丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例 

 

丹波篠山市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成１１年篠山市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。 

 

第１２条第３項中「個人番号カード（」を「個人番号カード、出入国管理及

び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１項に規定

する特定在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第

１項に規定する特定特別永住者証明書（これらのうち、」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

令和８年６月２日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第５５号 

丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条 

例 

丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例（平成１１年篠山市条例第１０

１号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１８号及び第１９号並びに第４条第１項第１号中「８０万９千円」

を「８２万６千５百円」に改める。 

 第４条第１項第２号中「同法第３１４条の７、同法附則第５条の４第６項、

同法附則第５条の４の２第５項及び同法附則第７条の２第４項の」を「同法附

則第５条の４第５項その他の内閣府令・厚生労働省令で定める」に改める。 

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、第４条第１項第２

号の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、

改正後の第２条第１８号及び第１９号並びに第４条第１項第１号の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

  令和８年６月２日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第５６号 

丹波篠山市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

丹波篠山市火入れに関する条例（平成１１年篠山市条例第１７３号）の一部

を次のように改正する。 

第１４条第１項中「乾燥注意報」の次に「、林野火災に関する注意報」を加

え、同条第２項中「又は強風注意報、乾燥注意報」を「強風注意報、乾燥注意

報、林野火災に関する注意報」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  令和８年６月２日提出 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第５７号 

 

丹波篠山市大山荘の里市民農園の指定管理者の指定について 

 

 丹波篠山市大山荘の里市民農園の指定管理者について、下記のとおり指定し

たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

                                     記 

 

  １  指定管理者    丹波篠山市垣屋１５９番地２ 

          バイオマス丹波篠山×なちゅらるはーもにー市民農園 

管理運営共同事業体 

           代表者 特定非営利活動法人バイオマス丹波篠山 

               理事長 髙橋 隆治 

           構成員 農事組合法人なちゅらるはーもにー 

               代表理事 湊 友加 

 

  ２  指定の期間    令和８年１０月１日から令和１３年３月３１日まで 
 
 

    令和８年６月２日提出 

 

  

                                       丹波篠山市長  酒 井 隆 明 
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議案第５８号 

 

小型動力ポンプ軽積載車（デッキバンタイプ）購入契約について 

 

小型動力ポンプ軽積載車（デッキバンタイプ）の購入について、下記のとお

り購入契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成１１年篠山市条例第６６号）第３条の規定により、議会の議決を求

める。 

 

                 記 

 

１ 契約の目 的  小型動力ポンプ軽積載車（デッキバンタイプ）購入 

 

２ 契約の方 法  指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額  ２０，０３３，８４０円 
 
４ 契約の相手方  たつの市新宮町井野原２７６番地１ 
          有限会社岡本ポンプ 
          代表取締役 岡本 正 
 

 

令和８年６月２日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第５９号 

 

   高規格救急自動車購入契約について 

 

 高規格救急自動車の購入について、下記のとおり購入契約を締結するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１１年篠山市条例

第６６号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目 的  高規格救急自動車購入 

 

２ 契約の方 法  指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額  ３６，１４１，４８０円 

 

４ 契約の相手方  神戸市須磨区大池町３丁目１番１号 

          兵庫トヨタ自動車株式会社 

          特販営業所 所長 中井 立周 

 

 

  令和８年６月２日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第６０号 

 

川代体育館長寿命化及び照明設備改修工事請負契約について 

 

 川代体育館長寿命化及び照明設備改修工事について、下記のとおり請負

契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成１１年篠山市条例第６６号）第２条の規定により、議会の

議決を求める。 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  川代体育館長寿命化及び照明設備改修工事 

 

２ 契 約 の 方 法  制限付一般競争入札 

 

３ 契 約 金 額   １６７，４６４，０００円 

 

４ 契約の相手方  垣本・福島特別建設共同企業体 

代表者 丹波市氷上町成松１８８番地８ 

               垣本建設工業株式会社 

               代表取締役 垣本 太 

           構成員 丹波篠山市西新町１８８番地 

               株式会社福島組 

               代表取締役 福島 剛 

 

 

令和８年６月２日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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